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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材上に、銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維および樹脂を含有し、
透明性を有する透明導電層が形成された積層体を準備する準備工程と、
　前記透明導電層上にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む金属層を形
成する金属層形成工程と、
　前記金属層上にレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程と、
　前記レジストパターンをマスクとして前記金属層および前記透明導電層をエッチングす
る第１エッチング工程と、
　前記レジストパターンを剥離するレジストパターン剥離工程と、
　前記透明基材の外周領域の前記金属層上に保護層を形成する保護層形成工程と、
　燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、前記保護層をマスクとして前記金属
層のみをエッチングする第２エッチング工程と、
　前記保護層を剥離する保護層剥離工程と
　を有することを特徴とする透明導電基材の製造方法。
【請求項２】
　前記準備工程では、前記透明基材の一方の面に銀および銅の少なくともいずれかを含む
金属繊維および樹脂を含有し、透明性を有する第１透明導電層が形成され、前記透明基材
の他方の面に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維および樹脂を含有し、透明
性を有する第２透明導電層が形成された前記積層体を準備し、
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　前記金属層形成工程では、前記第１透明導電層上にチタンおよびアルミニウムの少なく
ともいずれかを含む第１金属層を形成し、前記第２透明導電層上にチタンおよびアルミニ
ウムの少なくともいずれかを含む第２金属層を形成し、
　前記レジストパターン形成工程では、前記第１金属層上に第１レジスト層を形成し、前
記第２金属層上に第２レジスト層を形成し、前記第１レジスト層上に第１フォトマスクを
配置するとともに前記第２レジスト層上に第２フォトマスクを配置した状態で前記第１レ
ジスト層および前記第２レジスト層を異なるパターンで同時に露光し、現像して、前記第
１金属層上に第１レジストパターンを形成し、前記第２金属層上に第２レジストパターン
を形成し、
　前記第１エッチング工程では、前記第１レジストパターンおよび前記第２レジストパタ
ーンをマスクとして前記第１金属層および前記第１透明導電層ならびに前記第２金属層お
よび前記第２透明導電層を異なるパターンでエッチングし、
　前記レジストパターン剥離工程では、前記第１レジストパターンおよび前記第２レジス
トパターンを剥離し、
　前記保護層形成工程では、前記外周領域の前記第１金属層上に第１保護層を形成し、前
記外周領域の前記第２金属層上に第２保護層を形成し、
　前記第２エッチング工程では、燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、前記
第１保護層および前記第２保護層をマスクとして前記第１金属層および前記第２金属層の
みをエッチングし、
　前記保護層剥離工程では、前記第１保護層および前記第２保護層を剥離することを特徴
とする請求項１に記載の透明導電基材の製造方法。
【請求項３】
　透明基材と、
　前記透明基材上にパターン状に形成され、銀および銅の少なくともいずれかを含む金属
繊維および樹脂を含有し、透明性を有する透明導電層と、
　前記透明基材の外周領域の前記透明導電層上に形成され、チタンおよびアルミニウムの
少なくともいずれかを含む金属層と
　を有し、前記外周領域の前記透明導電層および前記金属層のパターンが同一であること
を特徴とするタッチパネルセンサ。
【請求項４】
　前記透明導電層が、前記透明基材の一方の面にパターン状に形成された第１透明導電層
と、前記透明基材の他方の面にパターン状に形成された第２透明導電層とを有し、
　前記金属層が、前記外周領域の前記第１透明導電層上に形成された第１金属層と、前記
外周領域の前記第２透明導電層上に形成された第２金属層とを有し、
　前記外周領域の前記第１透明導電層および前記第１金属層のパターンが同一であり、前
記外周領域の前記第２透明導電層および前記第２金属層のパターンが同一であることを特
徴とする請求項３に記載のタッチパネルセンサ。
【請求項５】
　前記金属層が蒸着膜であることを特徴とする請求項３または請求項４に記載のタッチパ
ネルセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属ナノワイヤ等の金属繊維を含有する透明導電層をパターニングする透明
導電基材の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　透明基材上に透明電極が形成された透明導電基材は、例えば、タッチパネルセンサ、カ
ラーフィルタ、液晶表示素子、有機ＥＬ素子、太陽電池の各種デバイス等、様々な分野で
用いられている。
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【０００３】
　従来、透明電極には、導電性や透明性に優れることから、ＩＴＯと称される酸化インジ
ウム錫が主に使用されている。しかしながら、ＩＴＯ電極は、表面抵抗率が比較的大きい
ため、例えば、タッチパネルセンサでは感度が低下する、液晶表示素子では輝度ムラや色
ムラが発生する、有機ＥＬ素子では発光効率が低下し輝度ムラが発生する、太陽電池では
発電効率が低下する等の問題がある。この問題は、デバイスの面積が大きくなるにつれて
顕著に現れる。
【０００４】
　そこで、近年では、ＩＴＯの代替として、表面抵抗率が低く、透明性が高く、導電性が
良好な金属ナノワイヤを用いることが提案されている。
　金属ナノワイヤを用いた透明電極の形成方法としては、例えば、特許文献１には透明基
材上に金属ナノワイヤを含有する透明導電層を形成し、透明導電層上にバインダ樹脂を含
有する塗工液を塗布して、金属ナノワイヤを固定化する方法が開示されている。
【０００５】
　各種デバイスにおいて、透明電極はパターン状に形成されるのが一般的である。上記の
金属ナノワイヤを用いた透明電極のパターニング方法としては、例えばフォトリソグラフ
ィ法が提案されている。
【０００６】
　また、各種デバイスにおいて、透明基材の外周領域には金属の配線等が形成される。配
線の形成方法としては、例えばスクリーン印刷法が知られている。しかしながら、スクリ
ーン印刷法では配線を高精細に形成することが困難である。
【０００７】
　そこで、例えば特許文献２、３に記載されているように、透明導電層および金属層を積
層し、まずフォトリソグラフィ法により透明導電層および金属層をエッチングした後、次
いでフォトリソグラフィ法により外周領域以外の金属層のみをエッチングする方法が提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２０１０／１０６８９９号パンフレット
【特許文献２】特開２０１３－１９０８５２号公報
【特許文献３】特開２０１２－２２６７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、金属ナノワイヤを用いた透明電極のパターニング方法に上記の方法を適
用する場合、金属層のみをエッチングする際に金属層のエッチング液に金属ナノワイヤを
含有する透明導電層も溶解し、透明導電層の特性が劣化するという問題がある。これは、
金属ナノワイヤを含有する透明導電層がエッチングされやすいためであり、ＩＴＯ電極で
は起こらない問題である。
【００１０】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、金属繊維を含有する透明導電層の
特性を劣化させることなく、透明導電層および金属層を良好にパターニングすることが可
能な透明導電基材の製造方法、およびその方法により製造されるタッチパネルセンサを提
供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記目的を達成するために、透明基材上に、銀および銅の少なくともいずれ
かを含む金属繊維を含有する透明導電層が形成された積層体を準備する準備工程と、上記
透明導電層上にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む金属層を形成する
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金属層形成工程と、上記金属層上にレジストパターンを形成するレジストパターン形成工
程と、上記レジストパターンをマスクとして上記金属層および上記透明導電層をエッチン
グする第１エッチング工程と、上記レジストパターンを剥離するレジストパターン剥離工
程と、上記透明基材の外周領域の上記金属層上に保護層を形成する保護層形成工程と、燐
酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、上記保護層をマスクとして上記金属層の
みをエッチングする第２エッチング工程と、上記保護層を剥離する保護層剥離工程とを有
することを特徴とする透明導電基材の製造方法を提供する。
【００１２】
　本発明によれば、透明導電層に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を用い
、金属層にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを用い、第２エッチング工程
にて金属層のエッチング液に燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用いることによ
り、第２エッチング工程では金属層のみをエッチングすることができる。したがって、透
明導電層の特性を劣化させることなく、透明導電層および金属層を所定のパターンに良好
にパターニングすることが可能である。
【００１３】
　また本発明においては、上記準備工程では、上記透明基材の一方の面に銀および銅の少
なくともいずれかを含む金属繊維を含有する第１透明導電層が形成され、上記透明基材の
他方の面に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する第２透明導電層が
形成された上記積層体を準備し、上記金属層形成工程では、上記第１透明導電層上にチタ
ンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む第１金属層を形成し、上記第２透明導
電層上にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む第２金属層を形成し、上
記レジストパターン形成工程では、上記第１金属層上に第１レジスト層を形成し、上記第
２金属層上に第２レジスト層を形成し、上記第１レジスト層上に第１フォトマスクを配置
するとともに上記第２レジスト層上に第２フォトマスクを配置した状態で上記第１レジス
ト層および上記第２レジスト層を異なるパターンで同時に露光し、現像して、上記第１金
属層上に第１レジストパターンを形成し、上記第２金属層上に第２レジストパターンを形
成し、上記第１エッチング工程では、上記第１レジストパターンおよび上記第２レジスト
パターンをマスクとして上記第１金属層および上記第１透明導電層ならびに上記第２金属
層および上記第２透明導電層を異なるパターンでエッチングし、上記レジストパターン剥
離工程では、上記第１レジストパターンおよび上記第２レジストパターンを剥離し、上記
保護層形成工程では、上記外周領域の上記第１金属層上に第１保護層を形成し、上記外周
領域の上記第２金属層上に第２保護層を形成し、上記第２エッチング工程では、燐酸およ
びフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、上記第１保護層および上記第２保護層をマスク
として上記第１金属層および上記第２金属層のみをエッチングし、上記保護層剥離工程で
は、上記第１保護層および上記第２保護層を剥離することが好ましい。
【００１４】
　この場合、透明基材上に透明導電層および金属層がそれぞれパターン状に形成された透
明導電基材を２枚貼り合わせる場合と比較して、容易に位置合わせを行うことができ、効
率良く透明導電基材を製造することが可能である。
【００１５】
　また本発明は、透明基材と、上記透明基材上にパターン状に形成され、銀および銅の少
なくともいずれかを含む金属繊維を含有する透明導電層と、上記透明基材の外周領域の上
記透明導電層上に形成され、チタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む金属
層とを有し、上記外周領域の上記透明導電層および上記金属層のパターンが同一であるこ
とを特徴とするタッチパネルセンサを提供する。
【００１６】
　本発明によれば、透明導電層に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を用い
、金属層にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを用いることにより、上述し
たように、金属層のみをエッチングすることができる。したがって、透明基材の外周領域
にて透明導電層上に金属層が積層され、透明導電層および金属層のパターンが同一である
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タッチパネルセンサにおいて、製造時の透明導電層の特性劣化を抑制することができる。
【００１７】
　また本発明においては、上記透明導電層が、上記透明基材の一方の面にパターン状に形
成された第１透明導電層と、上記透明基材の他方の面にパターン状に形成された第２透明
導電層とを有し、上記金属層が、上記外周領域の上記第１透明導電層上に形成された第１
金属層と、上記外周領域の上記第２透明導電層上に形成された第２金属層とを有し、上記
外周領域の上記第１透明導電層および上記第１金属層のパターンが同一であり、上記外周
領域の上記第２透明導電層および上記第２金属層のパターンが同一であることが好ましい
。この場合、透明基材上に透明導電層および金属層がそれぞれパターン状に形成された透
明導電基材を２枚貼り合わせる場合と比較して、位置合わせが容易であるという利点を有
する。
【００１８】
　さらに本発明においては、上記金属層が蒸着膜であることが好ましい。金属層が蒸着膜
である場合には、金属層をスクリーン印刷法等により直接パターン状に形成するのではな
く、上述した透明導電基材の製造方法のようなフォトリソグラフィ法によりパターニング
することになるため、高精細なパターンを得ることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明においては、金属繊維を含有する透明導電層の特性を劣化させることなく、透明
導電層および金属層を良好にパターニングすることが可能であるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の透明導電基材の製造方法の一例を示す工程図である。
【図２】本発明の透明導電基材の製造方法の他の例を示す工程図である。
【図３】本発明の透明導電基材の製造方法の他の例を示す工程図である。
【図４】本発明の透明導電基材の製造方法の他の例を示す工程図である。
【図５】本発明のタッチパネルセンサの一例を示す概略平面図および断面図である。
【図６】本発明のタッチパネルセンサの他の例を示す概略平面図および断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の透明導電基材の製造方法およびタッチパネルセンサについて詳細に説明
する。
【００２２】
　Ａ．透明導電基材の製造方法
　本発明の透明導電基材の製造方法は、透明基材上に、銀および銅の少なくともいずれか
を含む金属繊維を含有する透明導電層が形成された積層体を準備する準備工程と、上記透
明導電層上にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む金属層を形成する金
属層形成工程と、上記金属層上にレジストパターンを形成するレジストパターン形成工程
と、上記レジストパターンをマスクとして上記金属層および上記透明導電層をエッチング
する第１エッチング工程と、上記レジストパターンを剥離するレジストパターン剥離工程
と、上記透明基材の外周領域の上記金属層上に保護層を形成する保護層形成工程と、燐酸
およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、上記保護層をマスクとして上記金属層のみ
をエッチングする第２エッチング工程と、上記保護層を剥離する保護層剥離工程とを有す
ることを特徴とする方法である。
【００２３】
　ここで、「外周領域」とは、透明基材の外周領域であり、金属層のパターンが形成され
る領域をいう。
　例えば、本発明により製造される透明導電基材がタッチパネルセンサに用いられる場合
、外周領域は非アクティブエリアとなる。なお、「非アクティブエリア」とは、アクティ
ブエリアの外周に配置された領域であって、配線や端子等が形成されている領域をいう。
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また、「アクティブエリア」とは、画像が表示される領域であって、タッチ操作が可能な
領域をいう。
　また例えば、透明導電基材が液晶表示装置、プラズマディスプレイパネル、有機ＥＬ表
示装置等の表示装置に用いられる場合、外周領域は非表示領域となる。なお、「非表示領
域」とは、表示領域の外周に配置された領域であって、配線や端子等が形成されている領
域をいう。また、「表示領域」とは、画像が表示される領域をいう。
【００２４】
　本発明の透明導電基材の製造方法について、図面を参照して説明する。
　図１（ａ）～（ｆ）および図２（ａ）～（ｄ）は本発明の透明導電基材の製造方法の一
例を示す工程図である。まず、図１（ａ）に示すように、透明基材１上に、銀および銅の
少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する透明導電層２が形成された積層体を準備す
る。次いで、図１（ｂ）に示すように、透明導電層２上にチタンおよびアルミニウムの少
なくともいずれかを含む金属層３を形成する。次に、図１（ｃ）に示すように、金属層３
上にレジスト層４ａを形成し、露光および現像して、図１（ｄ）に示すように、レジスト
パターン４ｂを形成する。次に、図１（ｅ）に示すように、レジストパターン４ｂをマス
クとして金属層３および透明導電層２を一括してエッチングし、レジストパターン４ｂで
覆われていない部分の金属層３および透明導電層２を除去する。続いて、図１（ｆ）に示
すように、レジストパターン４ｂを剥離する。次に、図２（ａ）に示すように、金属層３
上にレジスト材料を用いて保護層５を形成し、露光および現像して、図２（ｂ）に示すよ
うに、透明基材１の外周領域１１のみに保護層５を形成する。次いで、図２（ｃ）に示す
ように、燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、保護層５をマスクとして金属
層３のみをエッチングし、保護層５で覆われていない部分、つまり外周領域１１以外の領
域の金属層３を除去する。続いて、図２（ｄ）に示すように、保護層５を剥離する。これ
により、透明基材１と、透明基材１上にパターン状に形成された透明導電層２と、透明基
材１の外周領域１１の透明導電層２上に形成された金属層３とを有し、外周領域１１の透
明導電層２および金属層３のパターンが同一である透明導電基材１０が得られる。
【００２５】
　本発明によれば、透明導電層に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を用い
、金属層にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを用い、第２エッチング工程
にて金属層のエッチング液に燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用いることによ
り、第２エッチング工程では金属層のみをエッチングすることができる。したがって、透
明導電層の特性を劣化させることなく、透明導電層および金属層を所定のパターンに良好
にパターニングすることが可能である。
【００２６】
　また本発明によれば、金属層をスクリーン印刷法等により直接パターン状に形成するの
ではなくフォトリソグラフィ法によりパターニングするため、高精細なパターンに形成す
ることが可能である。また、透明基材の外周領域では、金属層および透明導電層が積層さ
れているため、導電性が高く、線幅を細くすることができる。そのため、金属層のパター
ンを短ピッチで配置することができ、外周領域の面積を小さくすることができる。したが
って、例えば本発明により製造される透明導電基材をタッチパネルセンサに用いる場合に
は、外周領域、すなわち非アクティブエリアの小面積化により、意匠性を向上させたり、
アクティブエリアを大面積化したりすることができる。
【００２７】
　図３（ａ）～（ｆ）および図４（ａ）～（ｄ）は本発明の透明導電基材の製造方法の他
の例を示す工程図である。まず、図３（ａ）に示すように、透明基材１の一方の面に銀お
よび銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する第１透明導電層２ａが形成され、
透明基材１の他方の面に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する第２
透明導電層２ｂが形成された積層体を準備する。次いで、図３（ｂ）に示すように、第１
透明導電層２ａ上にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む第１金属層３
ａを形成し、第２透明導電層２ｂ上にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを
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含む第２金属層３ｂを形成する。次に、図３（ｃ）に示すように、第１金属層３ａ上に第
１レジスト層４ｃを形成し、第２金属層３ｂ上に第２レジスト層４ｄを形成し、図示しな
いが第１レジスト層４ｃ上に第１フォトマスクを配置するとともに第２レジスト層４ｄ上
に第２フォトマスクを配置した状態で第１レジスト層４ｃおよび第２レジスト層４ｄを同
時に露光し、現像して、図３（ｄ）に示すように、第１金属層３ａ上に第１レジストパタ
ーン４ｅを形成し、第２金属層３ｂ上に第２レジストパターン４ｆを形成する。この際、
第１金属層３ａおよび第２金属層３ｂが露光光に対して遮光層として機能するため、第１
レジスト層４ｃおよび第２レジスト層４ｄを異なるパターンで露光することができ、第１
レジストパターン４ｅおよび第２レジストパターン４ｆを異なるパターンに形成すること
ができる。次に、図３（ｅ）に示すように、第１レジストパターン４ｅおよび第２レジス
トパターン４ｆをマスクとして第１金属層３ａおよび第１透明導電層２ａならびに第２金
属層３ｂおよび第２透明導電層２ｂを異なるパターンで一括してエッチングし、第１レジ
ストパターン４ｅおよび第２レジストパターン４ｆで覆われていない部分の第１金属層３
ａおよび第１透明導電層２ａならびに第２金属層３ｂおよび第２透明導電層２ｂを除去す
る。続いて、図３（ｆ）に示すように、第１レジストパターン４ｅおよび第２レジストパ
ターン４ｆを剥離する。次に、図４（ａ）に示すように、第１金属層３ａ上にレジスト材
料を用いて第１保護層５ａを形成し、第２金属層３ｂ上にレジスト材料を用いて第２保護
層５ｂを形成し、露光および現像して、図４（ｂ）に示すように、透明基材１の外周領域
１１のみに第１保護層５ａおよび第２保護層５ｂを形成する。次いで、図４（ｃ）に示す
ように、燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、第１保護層５ａおよび第２保
護層５ｂをマスクとして第１金属層３ａおよび第２金属層３ｂのみをエッチングし、第１
保護層５ａおよび第２保護層５ｂで覆われていない部分、つまり外周領域１１以外の領域
の第１金属層３ａおよび第２金属層３ｂを除去する。続いて、図４（ｄ）に示すように、
第１保護層５ａおよび第２保護層５ｂを剥離する。これにより、透明基材１と、透明基材
１の一方の面にパターン状に形成された第１透明導電層２ａと、透明基材１の他方の面に
パターン状に形成された第２透明導電層２ｂと、透明基材１の外周領域１１の第１透明導
電層２ａ上に形成された第１金属層３ａと、外周領域１１の第２透明導電層２ｂ上に形成
された第２金属層３ｂとを有し、外周領域１１の第１透明導電層２ａおよび第１金属層３
ａのパターンが同一であり、外周領域１１の第２透明導電層２ｂおよび第２金属層３ｂの
パターンが同一である透明導電基材１０が得られる。
【００２８】
　この場合、上述したように、第１レジスト層４ｃを透過した露光光は第１金属層３ａに
よって遮光され第２レジスト層４ｄに到達することはなく、同様に、第２レジスト層４ｄ
を透過した露光光は第２金属層３ｂによって遮光され第１レジスト層４ｃに到達すること
はない。つまり、第１レジスト層４ｃに照射される露光光は第１金属層３ａによって遮光
されるため、第２レジスト層４ｄに照射されることはない。同様に、第２レジスト層４ｄ
に照射される露光光は第２金属層３ｂによって遮光されるため、第１レジスト層４ｃに照
射されることはない。そのため、レジストパターン形成工程において、第１レジスト層４
ｃおよび第２レジスト層４ｄを、それぞれ所望のパターンで精度良く同時に露光すること
ができる。したがって本発明においては、透明基材の両面にそれぞれ透明導電層および金
属層を積層し、同時にパターニングすることも可能である。
【００２９】
　また、レジスト層の両面同時露光を行う場合には、第１フォトマスクおよび第２フォト
マスクの位置合わせを行うことで、第１透明導電層および第１金属層と第２透明導電層お
よび第２金属層との位置合わせを行うことができる。そのため、この場合には、透明基材
上に透明導電層および金属層がそれぞれパターン状に形成された透明導電基材を２枚貼り
合わせる場合と比較して、容易に位置合わせを行うことができ、効率良く透明導電基材を
製造することが可能である。
【００３０】
　以下、本発明の透明導電基材の製造方法における各工程について説明する。
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【００３１】
　１．準備工程
　本発明における準備工程は、透明基材上に、銀および銅の少なくともいずれかを含む金
属繊維を含有する透明導電層が形成された積層体を準備する工程である。
【００３２】
　また、準備工程では、透明基材の一方の面に銀および銅の少なくともいずれかを含む金
属繊維を含有する第１透明導電層が形成され、透明基材の他方の面に銀および銅の少なく
ともいずれかを含む金属繊維を含有する第２透明導電層が形成された積層体を準備しても
よい。
【００３３】
　以下、透明基材および透明導電層について説明する。
【００３４】
　（１）透明基材
　本発明に用いられる透明基材は、透明導電層および金属層を支持するものである。
【００３５】
　透明基材は透明性を有するものであり、透明基材の透明性は本発明により製造される透
明導電基材の用途等に応じて適宜決定される。
　ここで、「透明」「透明性」とは、特段の断りがない限り、本発明により製造される透
明導電基材が用いられた製品の使用者が、画面または操作面からの視認を妨げない程度の
透明性をいう。したがって、透明は、無色透明および視認性を妨げない程度の有色透明を
含み、また厳密な透過率で規定されず、本発明により製造される透明導電基材の用途等に
応じて適宜決定することができる。
【００３６】
　透明基材としては、例えば樹脂基材、ガラス基材等を用いることができる。
　透明基材は、可撓性を有していてもよく剛性を有していてもよい。
　また、透明基材の表面には、ハードコート層、密着調整層、低屈折率層、高屈折率層等
が形成されていてもよい。
【００３７】
　透明基材の厚みとしては、透明導電層および金属層を支持できる厚みであればよく、本
発明により製造される透明導電基材の用途に応じて適宜選択される。例えば、本発明によ
り製造される透明導電基材をタッチパネルセンサに用いる場合には、透明基材の厚みは２
０μｍ～１５００μｍ程度で設定することができる。
【００３８】
　（２）透明導電層
　本発明における透明導電層は、銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有
するものである。
【００３９】
　金属繊維を構成する材料は、銀および銅の少なくともいずれかである。
　透明導電層として第１透明導電層および第２透明導電層を形成する場合、第１透明導電
層および第２透明導電層に用いられる金属繊維を構成する材料は同じであっても異なって
いてもよい。
【００４０】
　金属繊維としては、例えば、金属ナノワイヤ、金属マイクロワイヤ、金属ナノチューブ
、金属マイクロチューブ等が挙げられる。中でも、透明性および導電性に優れることから
、金属ナノワイヤが好ましい。
【００４１】
　また、金属ナノワイヤおよび金属マイクロワイヤはコアシェル構造を有していてもよい
。例えば、銀をコア、銅をシェルとするものを挙げることができる。
　さらに、金属繊維の表面は酸化されていてもよい。この場合、金属繊維の表面が酸化皮
膜で覆われているため、金属繊維表面での光の乱反射を低減することができる。
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【００４２】
　金属繊維の平均直径としては、金属繊維の形態や透明導電基材の用途等に応じて適宜調
整され、例えば０．１ｎｍ～１ｍｍの範囲内であり、中でも０．１ｎｍ～１００μｍの範
囲内であることが好ましい。金属ナノワイヤの場合、平均直径は１ｎｍ～１００ｎｍの範
囲内であることが好ましく、中でも１０ｎｍ～８０ｎｍの範囲内、特に２０ｎｍ～６０ｎ
ｍの範囲内、さらには４０ｎｍ～６０ｎｍの範囲内であることが好ましい。金属繊維の直
径が上記範囲内であれば、導電性および透明性を確保することができる。
【００４３】
　また、金属繊維の平均長さとしては、金属繊維の平均直径よりも十分に大きければよく
、金属繊維の形態や透明導電基材の用途等に応じて適宜調整される。金属ナノワイヤの場
合、平均長さは５０ｎｍ～１０００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも５０ｎｍ
～５００μｍの範囲内であることが好ましい。金属繊維の長さが長ければ、１本の金属繊
維で長い導電パスを形成することができる。
【００４４】
　また、金属繊維はアスペクト比（金属繊維の長さ／金属繊維の直径）が大きいことが好
ましい。アスペクト比を大きくすることで、効果的に金属繊維同士の接点を形成すること
が可能となると共に、得られる透明導電層が高透明性かつ低ヘイズ値を示すことが可能と
なるからである。具体的なアスペクト比としては、例えば金属ナノワイヤの場合、１００
～５０００の範囲内が好ましい。金属ナノワイヤのアスペクト比が上記範囲よりも小さい
場合は、金属ナノワイヤ同士の接点を効果的に形成することができず、得られる透明導電
層が高い表面抵抗率を示すこととなる。さらに、得られる透明導電層の光吸収および反射
成分が大きくなるため、光透過性が低下する傾向となる。一方、金属ナノワイヤのアスペ
クト比が上記範囲よりも大きい場合、金属ナノワイヤの精製に時間がかかるため生産性に
乏しく、また、塗工時にダイヘッド等の吐出口にて詰まりが発生しやすくなるからである
。
【００４５】
　ここで、金属繊維の直径および長さ、ならびにアスペクト比は、例えば透過型電子顕微
鏡を用いて測定することができる。
【００４６】
　金属繊維の製造方法としては、公知の方法であればよく特に限定されるものではない。
【００４７】
　透明導電層における金属繊維の含有量としては、透明導電層が所望の導電性を発揮する
ことができる量であればよく、金属繊維の種類や透明導電層の形態、透明導電基材の用途
等に応じて適宜決定することができる。具体的には、透明導電層中の金属繊維の含有量が
５０質量％～９５質量％の範囲内、中でも６０質量％～９０質量％の範囲内、特に７０質
量％～８５質量％の範囲内であることが好ましい。透明導電層における金属繊維の含有量
を上述した範囲内とすることにより、透明導電層の透明性および導電性を良好なものとす
ることができるからである。
【００４８】
　透明導電層は、樹脂を含んでいてもよい。金属繊維同士を強固に固定することができる
からである。
　樹脂としては、絶縁性を有し、バインダとして機能するものであれば特に限定されるも
のではなく、例えば熱硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂等の硬化性樹脂
や、熱可塑性樹脂等を挙げることができる。具体的には、アクリル樹脂、ポリエステル樹
脂、アルキド樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、ポリカ
ーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、アクリルウレタン系
樹脂、ポリエステルアクリレート系樹脂、エポキシアクリレート系樹脂、ポリオールアク
リレート系樹脂、セルロース系樹脂、ポリエステル－メラミン樹脂、エポキシ－メラミン
樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂等が挙げられる。
【００４９】
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　透明導電層中の樹脂の含有量としては、金属繊維の含有量よりも少ないことが好ましい
。具体的には、金属繊維１００質量部に対して、樹脂の含有量が１００質量部以下である
ことが好ましく、中でも５０質量部以下、特に３０質量部以下であることが好ましい。金
属繊維に対する樹脂の含有量が上記範囲よりも大きいと、樹脂は絶縁性を示すことから電
気抵抗が高くなり、透明導電層の導電性を低下させる場合があるからである。
【００５０】
　また、透明導電層は、必要に応じて、界面活性剤、分散剤、増粘剤、導電剤、安定剤、
酸化防止剤、粘度調整剤等を含んでいてもよい。
【００５１】
　透明導電層の表面抵抗率としては、透明導電基材に求められる導電性に応じて設定する
ことができるが、１０Ω／□～５００Ω/□の範囲内が好ましく、中でも２５Ω／□～４
００Ω／□の範囲内、特に５０Ω／□～３００Ω／□の範囲内が好ましい。
　なお、表面抵抗率は、例えば（株）三菱化学アナリテック社製の抵抗率計ロレスタ「Ａ
Ｘ ＭＣＰ－Ｔ３７０型」を用いて測定することができる。
【００５２】
　透明導電層の厚みとしては、所望の導電性を発揮することが可能な厚みであればよく、
例えば１０ｎｍ～５．０μｍの範囲内、中でも２０ｎｍ～１．０μｍの範囲内、特に３０
ｎｍ～３００ｎｍの範囲内であることが好ましい。透明導電層の厚みが上記範囲よりも薄
いと導通が取り難く、製造も困難になる場合があり、一方、透明導電層の厚みが上記範囲
よりも厚いと製造コストが高くなる場合がある。
【００５３】
　透明導電層の形成方法としては、例えば透明基材上に、金属繊維および溶媒、ならびに
必要に応じて樹脂や添加剤を含有する透明導電層形成用塗工液を塗布し、乾燥させる方法
が挙げられる。
　透明導電層として第１透明導電層および第２透明導電層を形成する場合、第１透明導電
層および第２透明導電層に用いられる透明導電層形成用塗工液の組成は同じであっても異
なっていてもよい。
　透明導電層形成用塗工液に用いられる溶媒としては、一般に金属繊維を含有する塗工液
に用いられる溶媒を適用することができる。
【００５４】
　透明導電層形成用塗工液の塗布方法としては、一般に金属繊維を含有する塗工液の塗布
に用いられる方法を用いることができ、例えば、ダイコート法、ナイフコート法、グラビ
アコート法、マイクログラビアコート法、コンマコート法、ブレードコート法等が挙げら
れる。
　乾燥方法としては、溶媒を除去することができる方法であればよく、例えば自然乾燥、
加熱乾燥等、一般的な乾燥方法を適用することができる。加熱乾燥の場合、加熱温度とし
ては、溶媒の種類により適宜選択される。
【００５５】
　また、透明基材上に透明導電層が形成された積層体として、東レ製の銀ナノワイヤーコ
ーティングフィルム等の市販の透明導電フィルムを用いてもよい。
【００５６】
　２．金属層形成工程
　本発明における金属層形成工程は、上記透明導電層上にチタンおよびアルミニウムの少
なくともいずれかを含む金属層を形成する工程である。
【００５７】
　また、金属層形成工程では、第１透明導電層上にチタンおよびアルミニウムの少なくと
もいずれかを含む第１金属層を形成し、第２透明導電層上にチタンおよびアルミニウムの
少なくともいずれかを含む第２金属層を形成してもよい。
【００５８】
　金属層を構成する材料は、チタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかである。
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　金属層として第１金属層および第２金属層を形成する場合、第１金属層および第２金属
層を構成する材料は同じであっても異なっていてもよい。
　また、金属層は単層であってもよく複数層が積層されたものであってもよい。
【００５９】
　金属層は遮光性を有することが好ましい。透明基材の両面にそれぞれ透明導電層、金属
層およびレジスト層を積層し、レジスト層の両面同時露光を行う場合には、金属層によっ
て露光光を遮光することができ、両面のレジスト層を異なるパターンでパターニングする
ことができるからである。中でも、金属層は、可視光線、紫外線、赤外線等に対して遮光
性を有することが好ましい。金属層によって、より確実に露光光を遮光することができる
からである。
【００６０】
　金属層の厚みとしては、所望の導電性を発揮することが可能な厚みであればよく、例え
ば１０ｎｍ～５００ｎｍ程度で設定することができる。
【００６１】
　金属層の形成方法としては、真空成膜法を挙げることができ、例えば真空蒸着法、スパ
ッタリング法、イオンプレーティング法等が挙げられる。
【００６２】
　３．レジストパターン形成工程
　本発明におけるレジストパターン形成工程は、上記金属層上にレジストパターンを形成
する工程である。
【００６３】
　また、レジストパターン形成工程では、第１金属層上に第１レジスト層を形成し、第２
金属層上に第２レジスト層を形成し、第１レジスト層上に第１フォトマスクを配置すると
ともに第２レジスト層上に第２フォトマスクを配置した状態で第１レジスト層および第２
レジスト層を異なるパターンで同時に露光し、現像して、第１金属層上に第１レジストパ
ターンを形成し、第２金属層上に第２レジストパターンを形成してもよい。
【００６４】
　レジストパターンの形成方法としては、金属層上にレジスト層を形成し、露光および現
像する方法が挙げられる。
　レジスト層に用いられるレジスト材料としては、後述の第１エッチング工程にて用いら
れるエッチング液に対して耐性を有するものであれば特に限定されるものではなく、一般
的なレジストを使用することができ、ポジ型レジストおよびネガ型レジストのいずれも用
いることができる。例えば、ノボラック系のポジ型レジスト、環化ゴム系ネガ型フォトレ
ジストが挙げられる。また、レジスト層として、ドライフィルムレジストを用いてもよい
。
【００６５】
　レジスト層の形成方法としては、例えば金属層上にレジスト材料を塗布する方法が用い
られる。塗布法としては、例えば、スピンコート法、キャスティング法、ディップコート
法、バーコート法、ブレードコート法、ロールコート法、グラビアコート法、スプレーコ
ート法、フレキソ印刷法等が用いられる。第１金属層および第２金属層上にそれぞれ第１
レジスト層および第２レジスト層を同時に形成する場合は、ディップコート法を好適に用
いることができる。また、レジスト層がドライフィルムレジストである場合は、金属層上
にラミネートする方法を挙げることができる。
【００６６】
　レジスト層をパターン露光する方法としては、例えば、フォトマスクを介して露光する
方法、レーザー描画法等、一般的な方法を用いることができる。また、第１レジスト層お
よび第２レジスト層の同時露光を行う場合は、露光強度としては、一方のレジスト層を露
光した場合に、他方のレジスト層に影響を与えない程度であれば特に限定されない。なお
、第１レジスト層および第２レジスト層の同時露光を行う場合、第１金属層および第２金
属層が遮光層として機能するため、第１レジスト層および第２レジスト層を異なるパター
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ンで露光することができる。
【００６７】
　レジスト層の現像方法としては、例えば現像液を用いる方法を適用することができる。
現像液としては、一般的に使用されている有機アルカリ系現像液を使用できる。また、現
像液として、無機アルカリ系現像液や、レジスト層の現像が可能な水溶液を使用すること
もできる。レジスト層を現像した後は、水等で洗浄することが好ましい。
【００６８】
　レジストパターンのパターン形状としては、本発明により製造される透明導電基材の用
途に応じて適宜選択される。例えばタッチパネルセンサの場合、レジストパターンのパタ
ーン形状は、センサ電極および配線等のパターンを有するものとなる。
【００６９】
　４．第１エッチング工程
　本発明における第１エッチング工程は、上記レジストパターンをマスクとして上記金属
層および上記透明導電層をエッチングする工程である。
【００７０】
　また、第１エッチング工程では、第１レジストパターンおよび第２レジストパターンを
マスクとして第１金属層および第１透明導電層ならびに第２金属層および第２透明導電層
を異なるパターンでエッチングしてもよい。
【００７１】
　エッチング液としては、金属層および透明導電層をエッチングできるものであれば特に
限定されるものではなく、例えば燐酸、硝酸および酢酸を含む水溶液、燐酸、硝酸および
フッ化アンモニウムを含む水溶液、硝酸セリウムアンモニウムおよび過塩素酸を含む水溶
液、過酸化水素水および硫酸に代表される酸化剤を混合した系、臭化水素酸等が挙げられ
る。燐酸、硝酸、酢酸および水の混合比、燐酸、硝酸、フッ化アンモニウムおよび水の混
合比、ならびに硝酸セリウムアンモニウム、過塩素酸および水の混合比は、金属層および
透明導電層の材料に応じて適宜調整される。
【００７２】
　透明基材の両面に透明導電層および金属層が形成されている場合には、両面同時にエッ
チングを行うことができる。
【００７３】
　５．レジストパターン剥離工程
　本発明におけるレジストパターン剥離工程は、上記レジストパターンを剥離する工程で
ある。
【００７４】
　また、レジストパターン剥離工程では、第１レジストパターンおよび第２レジストパタ
ーンを剥離してもよい。
【００７５】
　剥離液としては、レジストパターンのみを剥離できるものであれば特に限定されるもの
ではなく、例えば水酸化カリウム水溶液等のアルカリ液が挙げられる。
【００７６】
　６．保護層形成工程
　本発明における保護層形成工程は、上記透明基材の外周領域の上記金属層上に保護層を
形成する工程である。
【００７７】
　また、保護層形成工程では、上記外周領域の第１金属層上に第１保護層を形成し、上記
外周領域の第２金属層上に第２保護層を形成してもよい。
【００７８】
　保護層に用いられる材料としては、後述の第２エッチング工程にて用いられるエッチン
グ液に対して耐性を有するものであれば特に限定されるものではなく、例えばレジスト材
料が用いられる。レジスト材料としては、上記レジスト層に用いられるレジスト材料と同
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様である。また、後述するように保護層をスクリーン印刷法で形成する場合には、例えば
ソルダーレジストを用いることができる。
【００７９】
　保護層の形成方法としては、透明基材の外周領域の金属層上のみに保護層を形成できる
方法であれば特に限定されるものではなく、例えばフォトリソグラフィ法、スクリーン印
刷法等が挙げられる。
　フォトリソグラフィ法による保護層の形成方法については、上記レジストパターンの形
成方法と同様である。
【００８０】
　７．第２エッチング工程
　本発明における第２エッチング工程は、燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用
い、上記保護層をマスクとして上記金属層のみをエッチングする工程である。
【００８１】
　また、第２エッチング工程では、燐酸およびフッ化アンモニウムを含む溶液を用い、第
１保護層および第２保護層をマスクとして第１金属層および第２金属層のみをエッチング
してもよい。
【００８２】
　エッチング液としては、燐酸およびフッ化アンモニウムを少なくとも含む溶液が用いら
れる。また、エッチング液は、さらに硝酸を含んでいてもよい。エッチング液がさらに硝
酸を含む場合には、第２エッチング工程にて金属層のエッチングを促進することができる
。
【００８３】
　燐酸およびフッ化アンモニウムを少なくとも含む溶液において、燐酸の濃度は３質量％
～５質量％の範囲内であることが好ましく、フッ化アンモニウムの濃度は１質量％～１０
質量％の範囲内であることが好ましい。燐酸およびフッ化アンモニウムの濃度が高すぎる
と、金属層および透明導電層のエッチングレートの比が小さくなり、金属層のみをエッチ
ングすることが困難になるからである。また、フッ化アンモニウムの濃度が高すぎると、
金属層のエッチングレートが遅くなり、金属層のエッチングが困難になる。
【００８４】
　また、エッチング液がさらに硝酸を含む場合、硝酸の濃度は５質量％以下であることが
好ましく、中でも１質量％～５質量％の範囲内であることが好ましい。硝酸の濃度が上記
範囲内であれば、第２エッチング工程にて金属層のエッチングを促進することができるか
らである。
【００８５】
　また、例えば燐酸およびフッ化アンモニウムを含む水溶液を用いる場合、燐酸、フッ化
アンモニウムおよび水の混合比は、質量比で燐酸：フッ化アンモニウム：水＝３～５：１
～１０：８５～９６であることが好ましい。
【００８６】
　透明基材の両面に透明導電層および金属層が形成されている場合には、両面同時にエッ
チングを行うことができる。
【００８７】
　８．保護層剥離工程
　本発明における保護層剥離工程は、上記保護層を剥離する工程である。
【００８８】
　また、保護層剥離工程では、第１保護層および第２保護層を剥離してもよい。
【００８９】
　剥離液としては、保護層のみを剥離できるものであれば特に限定されるものではなく、
例えば水酸化カリウム水溶液等のアルカリ液が挙げられる。
【００９０】
　９．用途
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　本発明により製造される透明導電基材の用途としては、例えばタッチパネルセンサ、液
晶表示装置、プラズマディスプレイパネル、有機ＥＬ表示装置、太陽電池等を挙げること
ができる。
【００９１】
　Ｂ．タッチパネルセンサ
　本発明のタッチパネルセンサは、透明基材と、上記透明基材上にパターン状に形成され
、銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する透明導電層と、上記透明基
材の外周領域の上記透明導電層上に形成され、チタンおよびアルミニウムの少なくともい
ずれかを含む金属層とを有し、上記外周領域の上記透明導電層および上記金属層のパター
ンが同一であることを特徴とするものである。
【００９２】
　本発明のタッチパネルセンサについて図を参照して説明する。
　図５（ａ）は本発明のタッチパネルセンサの一例を示す概略平面図であり、図５（ｂ）
は図５（ａ）のＡ－Ａ線断面図であり、図５（ｃ）は図５（ａ）のＢ－Ｂ線断面図であり
、図５（ｄ）は図５（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。
　図５（ａ）～（ｄ）に示すように、タッチパネルセンサ２０においては、透明基材１上
に、互いに絶縁された第１センサ電極２１ａおよび第２センサ電極２１ｂと、第１センサ
電極２１ａ同士を接続する第１導電部２２ａおよび第２センサ電極２１ｂ同士を接続する
第２導電部２２ｂと、第１配線２３ａおよび第２配線２３ｂと、第１端子２４ａおよび第
２端子２４ｂとが形成されており、第１導電部２２ａおよび第２導電部２２ｂの間には層
間絶縁層２５が形成されている。
　第１センサ電極２１ａおよび第２センサ電極２１ｂはタッチパネル使用者が視認可能な
アクティブエリア１２内に形成され、互いに絶縁されている。また、第１センサ電極２１
ａおよび第２センサ電極２１ｂは、銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含
有する透明導電層２である。
　第１導電部２２ａおよび第２導電部２２ｂはその一部が層間絶縁層２５を介して平面視
上重なるように形成されている。また、第２導電部２２ｂは第２センサ電極２１ｂと同様
に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する透明導電層２である。
　第１配線２３ａは、第１センサ電極２１ａに接続され、アクティブエリア１２の外側の
非アクティブエリアである外周領域１１内に形成され、末端にて第１端子２４ａに接続さ
れている。第２配線２３ｂは、第２センサ電極２１ｂに接続され、アクティブエリア１２
の外側の非アクティブエリアである外周領域１１内に形成され、末端にて第２端子２４ｂ
に接続されている。また、第１配線２３ａおよび第１端子２４ａならびに第２配線２３ｂ
および第２端子２４ｂは、銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する透
明導電層２と、チタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む金属層３とが積層
されたものである。
【００９３】
　図５（ａ）～（ｄ）に示す例においては、上述したように、第１配線２３ａおよび第１
端子２４ａならびに第２配線２３ｂおよび第２端子２４ｂは、銀および銅の少なくともい
ずれかを含む金属繊維を含有する透明導電層２と、チタンおよびアルミニウムの少なくと
もいずれかを含む金属層３とが積層されたものであり、外周領域１１の透明導電層２およ
び金属層３のパターンが同一となっている。
　なお、図５（ａ）において、層間絶縁層は省略されている。
【００９４】
　本発明によれば、透明導電層に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を用い
、金属層にチタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを用いることにより、上記「
Ａ．透明導電基材の製造方法」に記載したように、金属層のみをエッチングすることがで
きる。したがって、外周領域にて透明導電層上に金属層が積層され、透明導電層および金
属層のパターンが同一であるタッチパネルセンサにおいて、製造時の透明導電層の特性劣
化を抑制することができる。
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【００９５】
　また本発明によれば、外周領域では、金属層および透明導電層が積層されているため、
導電性が高く、線幅を細くすることができる。また、上記「Ａ．透明導電基材の製造方法
」に記載したように、金属層および透明導電層をフォトリソグラフィ法によりパターニン
グすることにより、高精細なパターンを得ることができる。そのため、金属層のパターン
を短ピッチで配置することができ、外周領域の面積を小さくすることができる。したがっ
て、外周領域、すなわち非アクティブエリアの小面積化により、意匠性を向上させたり、
アクティブエリアを大面積化したりすることができる。
【００９６】
　図６（ａ）は本発明のタッチパネルセンサの他の例を示す概略平面図であり、図６（ｂ
）は図６（ａ）のＡ－Ａ線断面図であり、図６（ｃ）は図６（ａ）のＢ－Ｂ線断面図であ
り、図６（ｄ）は図６（ａ）のＣ－Ｃ線断面図である。
　図６（ａ）～（ｄ）に示すように、タッチパネルセンサ２０においては、透明基材１の
一方の面に第１センサ電極２１ａと、第１センサ電極２１ａ同士を接続する第１導電部２
２ａと、第１配線２３ａと、第１端子２４ａとが形成され、透明基材１の他方の面に第２
センサ電極２１ｂと、第２センサ電極２１ｂ同士を接続する第２導電部２２ｂと、第２配
線２３ｂと、第２端子２４ｂとが形成されている。
　第１センサ電極２１ａおよび第２センサ電極２１ｂはタッチパネル使用者が視認可能な
アクティブエリア１２内に形成され、第１センサ電極２１ａは銀および銅の少なくともい
ずれかを含む金属繊維を含有する第１透明導電層２ａであり、第２センサ電極２１ｂは銀
および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する第２透明導電層２ｂである。
　第１導電部２２ａは第１センサ電極２１ａと同様に銀および銅の少なくともいずれかを
含む金属繊維を含有する第１透明導電層２ａであり、第２導電部２２ｂは第２センサ電極
２１ｂと同様に銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する第２透明導電
層２ｂである。また、第１導電部２２ａおよび第２導電部２２ｂはその一部が平面視上重
なるように形成されている。
　第１配線２３ａは、第１センサ電極２１ａに接続され、アクティブエリア１２の外側の
非アクティブエリアである外周領域１１内に形成され、末端にて第１端子２４ａに接続さ
れている。第２配線２３ｂは、第２センサ電極２１ｂに接続され、アクティブエリア１２
の外側の非アクティブエリアである外周領域１１内に形成され、末端にて第２端子２４ｂ
に接続されている。また、第１配線２３ａおよび第１端子２４ａは、銀および銅の少なく
ともいずれかを含む金属繊維を含有する第１透明導電層２ａと、チタンおよびアルミニウ
ムの少なくともいずれかを含む第１金属層３ａとが積層されたものであり、第２配線２３
ｂおよび第２端子２４ｂは、銀および銅の少なくともいずれかを含む金属繊維を含有する
第２透明導電層２ｂと、チタンおよびアルミニウムの少なくともいずれかを含む第２金属
層３ｂとが積層されたものである。
【００９７】
　図６（ａ）～（ｄ）に示す例においては、上述したように、第１配線２３ａおよび第１
端子２４ａは第１透明導電層２ａおよび第１金属層３ａが積層されたものであり、外周領
域１１の第１透明導電層２ａおよび第１金属層３ａのパターンが同一である。また、第２
配線２３ｂおよび第２端子２４ｂは第２透明導電層２ｂおよび第２金属層３ｂが積層され
たものであり、外周領域１１の第２透明導電層２ｂおよび第２金属層３ｂのパターンが同
一である。
【００９８】
　図６（ａ）～（ｄ）に例示するように、透明基材の両面に透明導電層および金属層がパ
ターン状に形成されている場合、上記「Ａ．透明導電基材の製造方法」に記載したように
、透明基材の両面に透明導電層および金属層を積層し、同時にパターニングすることがで
きる。この場合には、透明基材上に透明導電層および金属層がそれぞれパターン状に形成
された透明導電基材を２枚貼り合わせる場合と比較して、容易に位置合わせを行うことが
できる。
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【００９９】
　以下、本発明のタッチパネルセンサの各構成について詳細に説明する。
【０１００】
　１．透明導電層
　本発明における透明導電層は、透明基材上にパターン状に形成され、銀および銅の少な
くともいずれかを含む金属繊維を含有するものである。
【０１０１】
　また、透明導電層は、透明基材の一方の面にパターン状に形成された第１透明導電層と
、透明基材の他方の面にパターン状に形成された第２透明導電層とを有していてもよい。
【０１０２】
　なお、透明導電層については、上記「Ａ．透明導電基材の製造方法」に記載したので、
ここでの説明は省略する。
【０１０３】
　透明導電層は、タッチパネルセンサを構成する一般的な部材を構成するものであり、例
えばセンサ電極、センサ電極同士を接続する導電部等を挙げることができる。また、透明
導電層は、配線や端子の一部を構成するものであってもよい。透明導電層により構成され
る部材は、本発明のタッチパネルセンサの構成に応じて適宜選択される。
【０１０４】
　例えば図５（ａ）～（ｄ）に示すように透明基材１の片面であって同一平面上に第１セ
ンサ電極２１ａおよび第２センサ電極２１ｂが形成されている場合には、第１センサ電極
２１ａ、第２センサ電極２１ｂおよび第２導電部２２ｂが透明導電層２になり得る。また
、第１配線２３ａ、第２配線２３ｂ、第１端子２４ａ、第２端子２４ｂは透明導電層２を
有することができる。
【０１０５】
　また、例えば図６（ａ）～（ｄ）に示すように透明基材１の両面にそれぞれ第１センサ
電極２１ａおよび第２センサ電極２１ｂが形成されている場合には、第１センサ電極２１
ａおよび第１導電部２２ａが第１透明導電層２ａに、第２センサ電極２１ｂおよび第２導
電部２２ｂが第２透明導電層２ｂになり得る。また、第１配線２３ａおよび第１端子２４
ａは第１透明導電層２ａを有し、第２配線２３ｂおよび第２端子２４ｂは第２透明導電層
２ｂを有することができる。
【０１０６】
　また、図示しないが、透明基材の片面であって層間絶縁層を介して第１センサ電極およ
び第２センサ電極が形成されている場合、および、異なる透明基材上にそれぞれ第１セン
サ電極および第２センサ電極が形成されている場合には、第１センサ電極、第２センサ電
極、第１導電部および第２導電部が透明導電層になり得る。また、第１配線、第２配線、
第１端子、第２端子は透明導電層を有することができる。
【０１０７】
　２．金属層
　本発明における金属層は、上記透明基材の外周領域の透明導電層上に形成され、チタン
およびアルミニウムの少なくともいずれかを含むものである。また、上記外周領域の透明
導電層および金属層のパターンは同一である。
【０１０８】
　また、金属層は、外周領域の第１透明導電層上に形成された第１金属層と、外周領域の
第２透明導電層上に形成された第２金属層とを有していてもよい。この場合、外周領域の
第１透明導電層および第１金属層のパターンが同一であり、外周領域の第２透明導電層お
よび第２金属層のパターンが同一である。
【０１０９】
　なお、金属層については、上記「Ａ．透明導電基材の製造方法」に記載したので、ここ
での説明は省略する。
　中でも、金属層は蒸着膜であることが好ましい。金属層が蒸着膜である場合には、金属
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層をスクリーン印刷法等により直接パターン状に形成するのではなく、上述した透明導電
基材の製造方法のようなフォトリソグラフィ法によりパターニングすることになるため、
高精細なパターンを得ることができる。
【０１１０】
　ここで、金属層が蒸着膜であることは、走査型電子顕微鏡写真により確認することがで
きる。印刷法により金属層を形成する場合には金属微粒子を含有する塗工液が用いられる
ことから、蒸着膜である金属層と、印刷法により形成された金属層とでは、金属層の断面
および表面の性状が異なり、判別可能である。
【０１１１】
　金属層は、タッチパネルセンサを構成する一般的な部材を構成するものであり、例えば
配線、端子等の一部を構成することができる。
【０１１２】
　３．透明基材
　本発明における透明基材は、上記透明導電層および金属層を支持するものである。
　なお、透明基材については、上記「Ａ．透明導電基材の製造方法」に記載したので、こ
こでの説明は省略する。
【０１１３】
　４．センサ電極
　本発明のタッチパネルセンサは、透明基材上に形成され、互いに絶縁された第１センサ
電極および第２センサ電極を有するセンサ電極を有する。センサ電極は、アクティブエリ
ア内に形成され、接触位置を検出するために用いられるものである。
　なお、第１センサ電極および第２センサ電極が互いに絶縁されているとは、両電極が電
気的に接続されていないことをいう。
【０１１４】
　センサ電極は、上記透明導電層とすることができる。
【０１１５】
　センサ電極の平面視形状および平面視外形形状としては、特開２０１１－２１０１７６
号公報、特開２０１０－２３８０５２号公報、特許第４６１０４１６号公報、特開２０１
０-２８６８８６号公報、特開２００４-１９２０９３号公報、特開２０１０-２７７３９
２号公報、特開２０１１－１２９５０１号公報等に示されるような一般的なタッチパネル
センサにおけるセンサ電極と同様とすることができる。
【０１１６】
　透明基材に対する第１センサ電極および第２センサ電極の形成箇所としては、第１セン
サ電極および第２センサ電極が透明基材のアクティブエリア内に形成され、互いに絶縁さ
れるように形成されていれば特に限定されるものではない。例えば、図５（ａ）～（ｄ）
に示すように第１センサ電極２１ａおよび第２センサ電極２１ｂが透明基材１の片面であ
って同一平面上に形成されていてもよく、図示しないが第１センサ電極および第２センサ
電極がそれぞれ異なる透明基材上に形成されていてもよく、第１センサ電極および第２セ
ンサ電極が透明基材の片面に層間絶縁層を介して形成されていてもよく、図６（ａ）～（
ｄ）に示すように第１センサ電極２１ａおよび第２センサ電極２１ｂが透明基材１の両面
にそれぞれ形成されていてもよい。
【０１１７】
　センサ電極の厚みとしては、一般的なタッチパネルセンサにおけるセンサ電極と同様と
することができる。
【０１１８】
　５．導電部
　本発明のタッチパネルセンサは、第１センサ電極同士を接続する第１導電部と第２セン
サ電極同士を接続する第２導電部とを有する導電部を有する。通常、第１導電部および第
２導電部はその一部が平面視上重なるように形成される。
【０１１９】
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　導電部は、上記透明導電層とすることができる。
　また、導電部には非透明導電材料を用いることもできる。非透明導電材料としては、例
えば特開２０１０－２３８０５２号公報等に記載のものを用いることができる。具体的に
は、アルミニウム、モリブデン、銀、クロム等の金属およびその合金等を用いることがで
きる。
【０１２０】
　導電部の平面視形状としては、タッチパネルセンサに一般的なものとすることができ、
上記センサ電極と同様とすることができる。
【０１２１】
　また、導電部の平面視外形形状としては、タッチパネルセンサに一般的なものとするこ
とができ、例えば、センサ電極の平面視外形形状より幅の狭いライン形状等が挙げられる
。
【０１２２】
　第１導電部および第２導電部の形成箇所としては、第１導電部および第２導電部によっ
て第１センサ電極間および第２センサ電極間をそれぞれ安定的に接続でき、かつ、両者が
絶縁されるように形成されていれば特に限定されるものではない。例えば、第１センサ電
極および第２センサ電極が異なる平面または異なる部材上に形成されている場合には、第
１導電部および第２導電部がそれぞれ第１センサ電極および第２センサ電極と同一平面上
に形成される。また、第１センサ電極および第２センサ電極が透明基材の同一平面上に形
成される場合には、第１導電部および第２導電部が層間絶縁層を介して形成される。
【０１２３】
　導電部の厚みとしては、一般的なタッチパネルセンサにおける導電部と同様とすること
ができる。
【０１２４】
　６．配線
　本発明のタッチパネルセンサは、上記センサ電極に接続された配線を有する。
　配線は、上記の透明導電層および金属層が積層されたものとすることができる。
　配線の形成箇所は、通常、外周領域である。
　配線の線幅としては、例えば１０μｍ～２００μｍ程度とすることができる。
【０１２５】
　７．端子
　本発明のタッチパネルセンサは、上記配線に接続された端子を有する。端子は、フレキ
シブルプリント配線板等との接続に用いられるものである。
　端子は、上記の透明導電層および金属層が積層されたものとすることができる。また、
端子を形成する際には、上記の透明導電層および金属層の上にさらに銀ペースト等を塗布
して導電層を形成してもよい。
　端子の形成箇所は、通常、外周領域である。
　端子の幅、厚みおよび平面視形状や、端子間の間隔については、一般的なタッチパネル
センサと同様とすることができる。具体的には、特開２０１１－２１０１７６号公報に記
載されるものと同様とすることができる。
【０１２６】
　８．その他の構成
　本発明のタッチパネルセンサは、透明基材、センサ電極、導電部、配線、端子以外に、
必要に応じて他の部材を有していてもよい。このような他の部材としては、層間絶縁層や
オーバーコート層を挙げることができる。
【０１２７】
　（１）層間絶縁層
　本発明における層間絶縁層は、第１センサ電極および第２センサ電極間あるいは第１導
電部および第２導電部間の短絡を防止するために形成されるものである。
【０１２８】
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　層間絶縁層に用いられる絶縁材料としては、所望の絶縁性を有するものであれば特に限
定されるものではなく、タッチパネルセンサに一般的に用いられるものを使用することが
できる。例えば、光透過性のアクリル樹脂、シロキサン樹脂等を挙げることができ、中で
も感光性シロキサン樹脂を好ましく用いることができる。
【０１２９】
　層間絶縁層の形成箇所としては、タッチパネルセンサに一般的なものとすることができ
、例えば第１センサ電極および第２センサ電極が透明基材の同一平面上に形成されている
場合には、層間絶縁層が第１導電部の下層にのみアイランド状に形成されるアイランドタ
イプや、層間絶縁層が第１センサ電極、第２センサ電極および第２導電部上に形成され、
第１導電部および第１センサ電極が接続するためのコンタクトホールを有するように形成
されているホールタイプが挙げられる。また、層間絶縁層が第１センサ電極および第１導
電部と第２センサ電極および第２導電部との間に形成されていてもよい。
【０１３０】
　層間絶縁層の厚みとしては、第１センサ電極および第２センサ電極間または第１導電部
および第２導電部間の短絡を防止することができるものであれば特に限定されるものでは
なく、タッチパネルセンサに一般的なものとすることができる。例えば、０．５μｍ～３
．０μｍの範囲内とすることができる。
【０１３１】
　層間絶縁層の形成方法としては、所定の位置に層間絶縁層を精度良く形成できるもので
あれば特に限定されるものではなく、フォトリソグラフィ法や、スクリーン印刷等の印刷
法等を挙げることができる。また、絶縁性を示し、適当な光透過性かつ光学等方性を示す
フィルムやシート等を所望の形状に加工し、層間絶縁層として積層させることも可能であ
る。
【０１３２】
　（２）オーバーコート層
　本発明におけるオーバーコート層は、センサ電極、導電部および配線を覆うように形成
されるものである。
　オーバーコート層としては、絶縁性を有していれば特に限定されるものではないが、透
明性を有することが好ましい。このような絶縁性および透明性を有するオーバーコート層
としては、例えば、アクリル樹脂等の有機材料や酸化ケイ素等の無機材料等からなるもの
を挙げることができる。
【０１３３】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり、本発
明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効
果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１３４】
　以下、実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明する。
【０１３５】
　［実施例１～６および比較例１］
　透明基材として厚み１２５μｍのＰＥＴフィルムと透明導電層として厚み１００ｎｍの
銀ナノワイヤ層とを有し、シート抵抗値が５０Ω／□である東レ製の銀ナノワイヤコーテ
ィングフィルムを準備した。この銀ナノワイヤコーティングフィルム上にチタン、アルミ
ニウム、チタンをそれぞれ２０ｎｍ、１６０ｎｍ、２０ｎｍの厚みになるよう、昭和真空
製のスパッタ装置ＴＳＰ－５を用いて成膜し、金属層を形成した。その後、金属層上に、
日立化成製のドライフィルムレジストＲＹ－５３１９をラミネート速度１ｍ／ｍｉｎ、温
度１００℃、圧力３ＭＰａにてラミネートし、ウシオ電機製のＵＶ露光装置を用いて照射
量１００ｍＪ／ｃｍ２にて露光し、濃度１質量％の炭酸ナトリウム水溶液を用いて２５℃
、２分間で現像した。
【０１３６】
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　次に、燐酸：硝酸：フッ化アンモニウム：水を質量比で１５：２０：４０：２５にて混
合した薬液を用いて４０℃、２分間で金属層および透明導電層を一括してエッチングし、
濃度１．５質量％の水酸化ナトリウム水溶液を用いて２５℃、１分間でレジストを剥離し
た。
【０１３７】
　次に、外周領域の金属層上に再度、上記ドライフィルムレジストを同条件にてラミネー
ト、露光、現像した。次いで、下記表１に示すエッチング液を４０℃に温めて金属層のみ
を選択的にエッチングし、上記と同じ条件にてレジストを剥離した。
【０１３８】
　［評価］
　金属層の選択的エッチング後に表面に現れる透明導電層について、エッチング後、２分
間のマージンをもたせて余分にエッチングした後にシート抵抗値を測定し、初期シート抵
抗値（５０Ω／□）に対する抵抗上昇率を下記式により算出した。
　抵抗上昇率＝エッチング後のシート抵抗値／初期シート抵抗値
【０１３９】
【表１】

【０１４０】
　実施例１～６ではいずれも、透明導電層のシート抵抗値がエッチング後２分間エッチン
グを続けても初期値から変わらないことを確認した。
　また、実施例１～６および比較例１のうち、実施例１～３のように、燐酸濃度が３また
は５質量％、フッ化アンモニウム濃度が１または１０質量％の場合、金属層を短時間でエ
ッチングできることを確認した。
　以上より、燐酸濃度およびフッ化アンモニウム濃度はそれぞれ３～５質量％、１～１０
質量％の範囲内であることが好ましいことが分かった。
　また、実施例６のように、燐酸、フッ化アンモニウムおよび硝酸を含むエッチング液を
使用した場合、透明導電層のシート抵抗値を上昇させることなく、金属層のエッチングレ
ートを向上させることができた。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　…　透明基材
　２　…　透明導電層
　２ａ　…　第１透明導電層
　２ｂ　…　第２透明導電層
　３　…　金属層
　３ａ　…　第１金属層
　３ｂ　…　第２金属層
　４ａ　…　レジスト層
　４ｂ　…　レジストパターン
　４ｃ　…　第１レジスト層
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　４ｄ　…　第２レジスト層
　４ｅ　…　第１レジストパターン
　４ｆ　…　第２レジストパターン
　５　…　保護層
　５ａ　…　第１保護層
　５ｂ　…　第２保護層
　１０　…　透明導電基材
　１１　…　外周領域
　２０　…　タッチパネルセンサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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